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~ 補償内容編 ~



LOAPの特長②：高品質な補償

オリジナルオプションにより、オーナーに万全の備えをご提供

通常の
自動車保険

・ 対人賠償保険

・ 対物賠償保険

・ 人身傷害保険

・ 車両保険

・ その他特約

補
償
の
拡
大

サービスの拡大

レクサスオーナーズ
自動車保険プラン

G-Link連動
自動車保険

・ ドライブレポート

・ マンスリーレポート

・ ADテレマイレージ

・ 走行分保険料

・ 緊急時ﾘｱﾙﾀｲﾑｻﾎﾟｰﾄ

・ 安心見守りサポート

レクサス車の補償

・ レクサス車提供特約

・ ラージクラス代車提供特約

・ 新車提供時代車延長特約L

・ ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾛｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ費用特約

・ 代替時登録諸費用特約

・ 盗難時鍵交換費用特約

・ 盗難時防犯設備費用特約

レクサスオーナーの補償

・ ウェルキャブ車提供特約

・ 傷害一時金高額特約

・ 車載携行品特約

・ リーガルプロテクト特約

現物
給付



レクサス車に関する
補償プログラム



レクサス車提供特約

事故により以下①②のいずれかの損害が発生した場合、

新車保険金額を限度に、お乗りいただいていたお車と

同一または同等クラスのレクサス車を新たにご提供

※ 盗難事故については支払対象外（盗難後に契約車両が発見された場合、

発見されるまでの間に損害が発生したときは支払対象）

※ 保険契約の満期月が契約車両の初度登録年月の翌月から起算して

61か月を超える場合は、始期日時点（長期保険の場合は最終年度）

の車両保険金額が新車保険金額の50%以上の場合に付帯可能

① お車が修理できない場合、
または修理費の額が「車両保険金額」以上

② 修理費が新車保険価額の50％（内外装・外板部品のみの

損傷の場合は除く）以上



代替時登録諸費用特約

事故により契約車両に以下①②いずれかの損害が発生した場合、
事故翌日から90日以内に同一のレクサス車に代替された場合に
登録諸費用を補償

同一レクサス車

上記以外の自動車

取得時諸費用の合計額

アまたはイのいずれか低い額

ア）同一のレクサス車の取得時

諸費用の合計額

イ）40万

A）登録関係の税等

B）法定費用等

C）登録手数料等

（15万限度）

代替自動車の区分 支払内容 諸費用の種類

① 全損 ② 50万円以上の車両損害



盗難時鍵交換費用特約

契約車両が盗難にあい発見された場合、または鍵のみ盗難に

あった場合、必要となる鍵交換費用を補償

※ 紛失は対象外

※ 警察への届出が条件

※ 契約車両が発見されて手元に戻った日または鍵盗難事故発生の翌日から

90日以内に負担したもの

支払限度額：10万限度に実費支払



盗難時防犯設備費用特約

車両保管場所である自宅駐車場で盗難・車上狙いにより、

契約車両に損害が発生した場合、車両保管場所に防犯

シャッターや監視カメラ等の防犯設備を設置する費用を補償

※ 自宅駐車場（マンション等の集合・共同駐車場除く）に自動車を保管される方が

加入対象

※ 警察への届出が条件

支払限度額：50万限度に実費支払



本特約には『レッカー現場急行サポート』『クイック修理

サービス』『初期対応コンシェルジュ』のサービスが自動セット

＜初期対応コンシェルジュのサービス内容＞

プレミアムロードサービス費用特約①

サービス項目 サービス内容

臨時宿泊費用
ホテル等に臨時に宿泊するために実際に負担した1泊分の費用

（1回の事故等、1名につき 3万円限度）

ご自宅または出発地へ移動するために実際に負担した交通費

（1回の事故等、1名につき 7万円限度)
臨時移動費用

事故・故障による自力走行不能時に、提携会社が現場から修理工場

等までのレッカー牽引・搬送（費用無制限）や、落輪等の際の路面

への引き戻し作業等を実施

レッカー現場
急行サポート

クイック修理
サービス

現場で30分以内の応急作業を無料で実施

バッテリー上がり、パンク（スペア交換）、ガス欠、キー閉じ込み 等



プレミアムロードサービス費用特約②

契約車両が自動車事故・故障等により自力走行不能となり、

修理工場等にレッカー牽引・搬送された場合や、契約車両が

盗難された場合等に以下費用を補償

※ 運搬費用保険金よりもレッカー現場急行サポートを優先してご提供

運搬費用
保険金

自力走行不能となった現場から修理工場等までレッカー牽引・搬送する

為や落輪等の際の路面への引き戻し作業等のために実際に負担した費用

（1回の事故等につき15万限度（車両保険セットの場合は車両保険金額

の10％または15万円のいずれか高い金額）

修理後搬送
引取費用
保険金

契約車両の修理完了後、自宅や日常保管場所等に搬送するために実際に

負担した費用および契約車両を引き取るために実際に負担した交通費

（1回の事故等につき15万円限度）

代車補償
代車補償拡張特約が自動セット

（支払内容は設定した保険金額に応じて）

支払保険金 補償内容



ラージクラス代車提供特約

事故により契約車両の修理等のため代車を借りる必要があった
場合や、故障等により自力走行不能となり修理工場等に
レッカー牽引・搬送された時、その期間中にラージクラス
（2,500c.c.～3,500c.c.）の代車（レンタカー）をご提供

提供日数：30日限度

※ 新車特約・車両全損時復旧費用特約がセットされて

いる場合で、特約適用により代替自動車取得を

行った時は、90日限度



新車提供時代車延長特約

レクサス車提供特約にて代替自動車の提供がある場合、または
盗難（お車の付属品等一部分の盗難を除く）にあった場合で、
代替自動車を取得する時、代車（レンタカー）提供期間を延長

※ ノンオペレーションチャージ（レンタカーで事故を起こされ、車両の修理が
必要となった場合の営業補償料等）についてはお客さま負担

提供日数：180日を限度



レクサスオーナーに関する
補償プログラム



傷害一時金高額特約（入通院時の当座の費用をカバー）

人身傷害対象事故により、被保険者が傷害を被った場合に、

治療日数や傷害の部位・症状に応じて、以下の一時金をお支払

※ 同一事故による傷害が上表複数項目にあたる場合、最も高い金額をお支払

4日以内 3万円

5日以上

１）打撲、挫傷、擦過傷、捻挫等下記2～4以外のもの

２）骨折・脱臼、神経損傷（脳・眼・頸髄・脊髄以外の

部位）、上肢・下肢の腱・筋・靱帯の断裂

３）上肢・下肢の切断、眼球の内出血または血腫、眼の

神経損傷、眼球の破裂

４）脳挫傷等の脳損傷、頭蓋内出血または頭蓋内血腫、

頸髄損傷、脊髄損傷、胸部・腹部の臓器損傷

30万円

90万円

150万円

300万円

治療日数 被保険者が被った傷害 支払保険金

ー



ウェルキャブ車提供特約

人身傷害対象事故によりレクサスオーナーご自身・ご家族・乗

車中の方等が重度後遺障害を被った場合に、必要に応じてレク

サス車とは別に福祉車両をご提供

※ 重度後遺障害とは後遺障害等級表1の第1級または第2級、2の第1級～第3級

※ ウェルキャブ車とはトヨタ自動車の福祉車両の名称

被保険者1名につき800万円限度に福祉車両を提供



車載携行品特約

契約車両で外出中（一時的に車外に持ち出された場合を含む）、

または日常保管中に、偶然な事故によって発生した個人所有の

身の回り品の損害に対して、保険金をお支払い

※ 万が一盗難や全損等で修理不能となった場合は再調達価額を補償

※ 日常保管中の損害は、身の回り品が契約車両の室内・トランク等に積載されて

いる状態で、かつ、契約車両にも同時に損害が発生している場合に限定

※ 紛失や置き忘れ、キャリア等に固定された身の回り品の盗難は支払対象外

支払限度額：ご購入価額（再調達価額）を上限として、

1事故につき50万限度に実費支払

（お客さま負担：5,000円）



リーガルプロテクト特約（”日常”までトータルでお守り）

レクサスオーナーのご自身またはそのご家族の方が日常生活に
おける偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負担した
場合に、保険金をお支払 ※日常生活賠償（受託物賠償追加型）特約・

弁護士費用（自動車・日常生活事故型）特約の総称

※ 日本国外での事故は示談代行なし ※ 弁護士委任の場合は当社の事前承認が必要

＜日常生活賠償（受託物賠償追加型）＞

他人への賠償事故（示談交渉付き）

日本国内での事故：無制限

日本国外での事故：3億

＜日常生活賠償（受託物賠償追加型）＞

他人から預かったものに対する賠償事故
１個・１組につき100万円

＜弁護士費用（自動車・日常生活事故型）＞

保険会社が示談交渉を行えない自動車事故

や日常生活事故におけるもらい事故の

場合などに必要となる弁護士費用等

弁護士費用：300万円

法律相談費用：10万円



ご清聴ありがとうございました。

～Thank You For Your Attention～

確認テストはコチラ

https://forms.office.com/r/rRvnWKtchm

